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全
に
安
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し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
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き
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備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
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附 
則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
の
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
義
務
に
関

す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
締
結
さ
れ
て
い
る
新
法
第
二
条

第
七
項
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前

の
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す

る
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
で
な
い
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
役
務
提
供

契
約
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
新
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
の
提
供
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
次
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
、
特
定
役
務
提



供
契
約
の
変
更
を
内
容
と
す
る
契
約
又
は
特
定
役
務
提
供
契
約
の
更
新
を
内
容
と
す
る
契
約
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
役
務
提

供
契
約
の
相
手
方
又
は
当
該
特
定
役
務
提
供
契
約
に
係
る
携
帯
電
話
端
末
等
（
同
項
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
端
末
等
を
い
う
。
）

の
変
更
を
伴
う
も
の
が
締
結
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
携
帯
電
話
端
末
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
の
製
造
事
業
者
の
義
務
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

施
行
日
前
に
製
造
さ
れ
た
携
帯
電
話
端
末
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
及
び
当
該
携
帯
電
話
端
末
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
と
同
一
の

型
式
に
属
す
る
携
帯
電
話
端
末
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
で
あ
っ
て
施
行
日
以
後
に
製
造
さ
れ
る
も
の
の
販
売
に
つ
い
て
は
、
施
行

日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
新
法
第
十
八
条
本
文
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
検
討
） 

第
四
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
新
法
第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
に
規
定
す
る
義
務
の
範
囲
の
拡

大
を
含
め
、
青
少
年
（
新
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
青
少
年
を
い
う
。
）
が
青
少
年
有
害
情
報
（
新
法
第
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
青
少
年
有
害
情
報
を
い
う
。
）
の
閲
覧
（
同
項
に
規
定
す
る
閲
覧
を
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め

の
措
置
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 




